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橿原市まちづくりグランドデザイン策定業務にかかる公募型プロポーザル実施要領 

 

１．プロポーザルの目的 

   本業務は、橿原市まちづくりグランドデザインを策定するという非常に高度で専門性の高い業務であ

り、業務の履行には、豊富な経験と柔軟な発想を要することから、公募により最適な受注候補者を厳正

かつ公正に特定するプロポーザルを実施します。 

 

２．業務の概要 

番号 案件番号 内容 

１ 件名 橿原市まちづくりグランドデザイン策定業務 

２ 契約期間 契約日の翌日から令和９年３月３１日まで 

３ 履行場所 橿原市内一円 

４ 業務内容 別紙仕様書のとおり 

５ 支払方法 別紙仕様書のとおり 

６ 見積上限額（税込） １０，０００，０００ 円 

７ 契約保証金 橿原市契約規則による 

 

３．提案資格 

  次に掲げる要件をすべて満たすものとします。なお、（１）～（４）については、参加表明書提出日を

基準とします。 

（１） 当該年度の橿原市入札参加資格者名簿の役務-計画策定またはコンサル-都市計画及び地方計画に登

録されている者。 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者又は同条第２項各号のいずれ

かに該当したため競争入札に参加させないこととした者ではないこと。 

（３） 破産法の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法の規定に基づく再生手続の開始の申立てをしていない者又は申立てがなされていない

者。 

（４） 橿原市契約における暴力団排除に関する要綱に基づく入札参加資格取消措置を受けていない者であ

ること。 

（５） 橿原市入札参加資格停止要綱による資格停止措置を受けていない者であること。（参加表明書提出期

限日から契約締結日まで） 
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４．スケジュール（予定） 

番号 手順 期限等 

１ 公告（公募開始） 令和８年５月２９日（金） 

２ 参加表明書の提出期限 令和８年６月２日（火） 

３ 提案資格確認結果の通知 令和８年６月４日（木） 

４ 質問票の提出 令和８年６月９日（火）１７時まで 

５ 質問の回答 令和８年６月１２日（金） 

６ 提出意思確認書の提出 令和８年６月１６日（火） 

７ 企画提案書類の提出 令和８年６月１９日（金）１７時まで  

８ 
１次審査結果の通知及び２次審査

実施の通知 
令和８年６月２３日（火） 

９ ２次審査 令和８年６月３０日（火）（予定） 

１０ 受託候補者の特定、結果の通知 令和８年７月２日（木）(予定) 

１１ 仕様書の調整 担当課から受注候補者へ連絡します。 

１２ 調整後の見積書の提出 担当課から受注候補者へ連絡します。 

１３ 契約締結、結果公表 令和８年７月上旬 予定 

 

５．実施手順 

（１）公告（公募開始） 

本案件の関係書類及びプロポーザルに参加するために必要な書類を、令和８年５月２９日（金） 

に橿原市公式ホームページに掲載します。 

＜配布書類＞ 

・仕様書 

・プロポーザル実施要領 

・参加表明書（様式第１号） 

・説明請求書（様式第３号） 

・提出意思確認書（様式第４号） 

・会社概要（様式第５号） 

・業務実績書（様式第６号） 

・質問票（様式第７号） 

 

（２）参加表明書の提出 

    本案件に参加しようとする者は、次の書類を、令和８年６月２日（火）までに、企画政策課まで、

下記提出フォームに添付して提出してください。また、郵送（配達確認ができるものに限る。）もし

くは持参による提出も可能とします。持参においては、土、日曜日を除いた９時から１７時の間に提

出したものに限ります。郵送においては、令和８年６月２日（火）までに到着したものに限ります。 

   提出フォーム：https://logoform.jp/f/rb8vb 

   ＜提出内容＞ 

・参加表明書（様式第１号） 

・会社概要（様式第５号）  

 

（３）提案資格確認結果の通知  

    参加申込書を提出した者について、本案件の提案資格を有する者であるか確認した結果を、令和８

年６月４日（木）にメールにより通知します。 
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（４）質問票の提出 

本案件に関して不明な点がある場合は「質問票（様式第８号）」に質問内容を記載し、令和８年６月

９日（火）１７時までに、下記フォームに添付し提出してください。口頭での質問は受け付けません。 

提出フォーム：https://logoform.jp/f/rb8vb 

 

（５）質問の回答 

    質問票で出された質問事項を取りまとめて、令和８年６月１２日（金）に、橿原市公式ホームペー

ジにて回答を掲載します。なお、質問者名は公表しないものとします。 

 

（６）提出意思確認書の提出 

    企画提案書類を提出する意思の有無を、提出意思確認書（様式第３号）で確認しますので、令和８

年６月１６日（火）までに下記フォームに添付して提出してください。また、郵送（配達確認がで

きるものに限る。）もしくは持参による提出も可能とします。持参においては、土、日曜日を除いた

９時から１７時の間に提出したものに限ります。郵送においては、令和８年６月１６日（火）まで

に到着したものに限ります。 

提出フォーム：https://logoform.jp/f/rb8vb 

 

（７）企画提案書類の提出   

次の書類を、令和８年６月１９日（金）１７時までに、企画政策課まで、持参もしくは郵送（配達

確認ができるものに限る。提出期限までに必着のこと。）にて提出してください。なお、期限までに

提出がない場合は、原則として採点を行いません。 

※企画提案書類の提出後は、資料の修正及び追加資料の提出は認めません。 

   ＜提出内容＞ 
①企画提案書（業務体制表・業務実施工程表を含む） 

②見積書（任意様式）※積算内訳及び税抜き額がわかるようにすること。 

③業務実績書（様式第６号） 

【提出方法】 

 ア 正本版データと副本版データを提出すること。なお、副本版データにおいては、事業者名が特 
   定される記述やロゴマーク等は削除等した上で、副本として整えること｡また、紙面で正本・

副本を合わせて１２部提出すること。 
 イ 委託仕様書の委託内容各事項について、具体的かつ専門的な視点から提案を行うこと。 
ウ 企画提案に必要な場合は、任意の資料を様式に添付することができる。 

※追加添付資料の留意点 
・添付する資料はＡ４判とする。 
・１０ページ以内とする。 

      

（８）１次審査結果の通知及び２次審査実施の通知 

  橿原市まちづくりグランドデザイン策定業務に係る橿原市プロポーザル評価委員会が、下記「１次

審査評価基準項目及び配点表」に基づいて書類審査を行い、採点結果を合計し得点の上位３者を選定す

る。 

＜得点が２者以上で同点となった場合＞ 

１．見積額が低い者を上位とする。 

２．１で見積額が同額の場合は、評価項目の「企画評価」の点数が高い者を上位とする。 

なお令和８年６月２３日（火）に、１次審査全参加者にメールで「１次審査結果通知書」を送信し

ます。また、１次審査の結果、合計得点の上位３者までとなった参加者にはあわせて「２次審査開催通

知書」を送信します。   
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＜１次審査評価基準項目及び配点表＞ 書類評価４０点×１次審査委員２名＋価格評価２０点＝１００点 

●書類評価 

評価項目 評価基準 配点 

企業評価 

グランドデザイン又は都市開発やまちづくりのマスタープラン

又はそれに類似するプロジェクトマネジメントに携わった責任

者及び担当者が配置され、本業務を効率的かつ円滑に行える実施

体制となっているか。 
４０  過去にまちづくりグランドデザイン構想又は都市開発やまちづ

くりのマスタープラン又はそれに類似するプロジェクトマネジ

メント等の業務実績があり、その成果品において、見やすさ・分

かりやすさ・伝わりやすさの工夫が見られるか。 

計 ４０ 

 
  

  

●価格評価（配点２０点）＝２０点×（１－提案者見積額÷見積上限額）※小数点以下切り捨て  

 

（９）２次審査（令和８年６月３０日（火）予定）※非公開 

 橿原市まちづくりグランドデザイン策定業務に係る橿原市プロポーザル評価委員会が下記「２次審

査評価基準項目及び配点表」に基づいてプレゼンテーション審査を行い、総合的に審査・採点を行い

ます。 

＜２次審査＞ 

項目 注意事項 

日時・会場 ２次審査開催通知書にて通知します。  

出席者 ５名以内（説明は、業務を担当する業務責任者又は業務担当者が行うこと。） 

準備 ５分以内 

提案内容 ・プレゼンテーション（１５分） ・ヒアリング（１０分） 

その他 

・プロジェクター、スクリーンは橿原市が用意します。 

・当日、追加資料の配布は認めません。 

・プレゼンテーションの順番は、提出意思表明書の到着順とします。 

 

＜２次審査評価基準項目及び配点表＞  評価８０点×２次審査委員５名＝４００点 

評価項目 評価基準 配点 

企画提案力 

本業務の目的・内容等を十分に理解し、仕様書に記載の本市が考えるまち

づくりグランドデザイン策定方針に沿った提案書となっているか。 
２０ 

本市の地域の資源や課題に対して、市民等のニーズを的確に把握するとと

もに意見を広く集約し、策定に反映できる提案となっているか。 
２０ 

提案内容が分かりやすく、具体的で適切な手法等の提示から作成されてお

り、一貫性があるか。 
１０ 

手順を含む計画工程が具体的かつ現実的なものになっているか。 １０ 
専門的技術力 質疑応答における専門的技術力、説得力があるか。 １０ 
業務意欲 橿原市と共に構想等を作成していく姿勢、意欲があるか。 １０ 

計 ８０ 
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（１０）受託候補者・次点者の特定、結果の通知 

１次審査と２次審査の合計得点の最も高い者を受託候補者、２位の者を次点者として特定します。 

ただし、1次審査及び2次審査の得点が６０％に満たない場合は、選外とする。 

＜得点が２者以上で同点となった場合＞  

１．見積額が低い者を上位とする。 

２．１で見積額が同額の場合は、２次審査評価項目の「企画提案力」の点数が高い者を上位とする。 

なお、令和８年７月２日（木）(予定)に２次審査参加者に郵送で、評価結果通知書を送付します。 

 

（１１）仕様書の調整 

 受託候補者と仕様書調整等、契約に向けた交渉を行います。   

なお、受託候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次点者と交渉を行います。 

（１２）見積書の提出 

交渉により確定した仕様書に基づき、契約締結のための見積書を提出してください。 

 

（１３）契約締結、結果公表 

   受託候補者と契約締結後、橿原市公式ホームページ上にて、プロポーザル実施結果を掲載します。 

 

６．その他の留意事項 

（１）プロポーザルの参加に関し、かかる費用は、全て参加者の負担とします。 

（２）書類の作成に用いる言語は日本語とし、通貨は日本円（アラビア数字）とします。 

（３）見積書の金額は、設定された見積上限額を超えないこと。 

（４）提案書類提出は、１者につき１件とします。 

（５）提案書類提出後の提案書等の修正または変更は認めません。 

（６）提案書類の取扱いは、次のとおりとします。 

   ①提出された書類は返却しません。 

   ②本案件に係る情報公開請求があった場合は、橿原市情報公開条例に基づき、提出書類を公開する場

合があります。 

（７）審査結果に対する異議申し立ては受け付けません。 

（８）次に該当する場合は、失格となることがあります。 

①提出方法、提出先、提出期限に適合しない。 

②提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない。 

③提出書類に許容された表現方法以外の表現方法が用いられている。 

④提出書類に虚偽の内容が記載されている。 

 

７．本案件に関する問合せ先 

〒６３４－８５８６ 橿原市八木町１丁目１－１８ 

橿原市役所 企画戦略部 企画政策課 

電 話 ０７４４－２１－１１０８    ＦＡＸ ０７４４－２１－１１２８ 

E-mail kikaku@city.kashihara.nara.jp 


